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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】熱中症発症危険度の推測判断を行うことのでき
る熱中症発症危険度算出装置を提供する。
【解決手段】熱中症発症危険度算出装置は、生体から取
得した脈拍数と血圧との比率から、熱中症発症危険度を
算出する。危険度の程度により、必要な場合には、警報
を出力する。血圧は、脈波の情報から算出することもで
きる。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体の心拍情報を取得する手段と、
　前記生体の血圧情報を取得する手段と、
　前記心拍情報に基づく心拍数と前記血圧情報に基づく収縮期血圧との比率によって熱中
症発症危険度を算出する熱中症発症危険度算出手段と、
　前記算出した熱中症発症危険度の程度に応じた情報を出力する手段と
　を有する、
　ことを特徴とする熱中症発症危険度算出装置。
【請求項２】
　生体の脈波情報を取得する脈波情報取得手段と、
　取得した脈波情報に基づいて血圧を算出する血圧算出手段と、
　前記脈波情報に基づく心拍数と前記算出した血圧に基づく収縮期血圧との比率によって
熱中症発症危険度を算出する熱中症発症危険度算出手段と、
　前記算出した熱中症発症危険度の程度に応じた情報を出力する手段と
　を有する、
　ことを特徴とする熱中症発症危険度算出装置。
【請求項３】
　請求項２記載の熱中症発症危険度算出装置において、
　前記脈波取得手段は、多軸圧力センサを用いた脈波センサである、
　ことを特徴とする熱中症発症危険度算出装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の熱中症発症危険度算出装置において、
　前記熱中症発症危険度算出手段は、心拍数を血圧で除した値が１以上１．５未満の場合
に、軽度の危険とし、１．５以上２未満の場合は、中程度の危険とし、２以上の場合は重
度の危険とし、
　前記出力手段は、危険の程度に応じた警報を出力する手段を含む、
　ことを特徴とする熱中症発症危険度算出装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱中症の発症危険度を算出し、その危険度の程度に応じて警報等を出力する
熱中症発症危険度算出装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、熱中症の発症危険度を推測して、熱中症を予防するシステムは、そのときの温度
や湿度等から求められるＷＢＧＴ（Wet-Bulb Globe Temperature 湿球黒球温度）や人の
生体情報としての体温、脈拍、血圧、インピーダンス、発汗等の情報をモニタして、熱中
症の発症危険度を判断していた。このような熱中症発症危険度を判断するシステムとして
は、たとえば特許文献１や特許文献２のようなものがあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２１０２３３号公報
【特許文献２】特開２０１５－０５４２２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１は、人体の活動量を計測して、活動量と周囲の温度や湿度等の環境情報に基
づいて、熱中症になる危険があるかを判断している。この特許文献１の熱中症発症危険度
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の推測判断手法は、加速度センサを人体に装着して所定時間の人体の活動量を測定し、そ
の活動の程度と、従来から熱中症の危険の判断基準として用いられているＷＢＧＴの値と
に基づいて熱中症発症の危険を推測判断するものである。この特許文献１は、従来の熱中
症発症危険度の判断の指標として用いられているＷＢＧＴ以外に人の活動の程度を用いる
ことで、推測判断の精度を高めている。
【０００５】
　特許文献２は、可搬の携帯端末のカメラを用いて被験者の顔画像を撮像し、その画像か
ら、被験者の心拍数（脈拍数）を検出し、また、携帯端末に別途設けられた温度および湿
度のセンサから、ＷＢＧＴの値を取得し、心拍数と、ＷＢＧＴの値から熱中症の発症の危
険を検出して、必要に応じてその旨を報知する。
【０００６】
　これらの従来の熱中症の発症危険度の推測判断技術では、生体から取得する生体情報と
して、活動量やインピーダンス、体温等の情報とともに、周囲の環境情報としてのＷＢＧ
Ｔを取得しており、これらの情報を取得するために多種類のセンサを必要としている。ま
た、判断に際しては、従来技術でも、精度を向上させるため、暑熱順化という人体がもつ
環境適応力を、考慮の対象としていた。
【０００７】
　この人体がもつ環境適応力としての暑熱順化について説明する。
　暑熱順化は、暑さに体が順応することをいう。一般に、人が暑熱環境に一定期間生活す
ると、その環境に体が慣れることによって、血管が拡張して発汗がすすみ、脈拍数の上昇
や血圧低下が抑制されるようになる。このため、暑熱順化した場合には、暑熱順化してい
ない場合よりも熱中症の発症の危険度は低下する。たとえば、熱中症の発症は、梅雨時か
ら急に暑くなったときに多く、盛夏時には少なくなることからしても、理解できる。した
がって、熱中症の発症危険度の推測判断においては、この暑熱順化を考慮する必要がある
。
　なお、暑熱順化は、短期暑熱順化と長期暑熱順化との概念がある。長期順化は、生まれ
つきの環境の影響を受けるものをいい、たとえば、暑熱環境で出生すると、能動汗腺数が
多いという現象をいう。熱中症の発症に影響があるのは、短期暑熱順化で、現象としては
、発汗機能の変化、発汗成分の変化、皮膚血管拡張の開始条件の変化、循環血液量の変化
等がある。
【０００８】
　発明者らは、熱中症が発症する暑熱環境下で運動をして、生体情報として心拍数の上昇
と血圧の低下、体温の上昇が生ずる場合に、これらの心拍数の上昇、血圧の低下、体温上
昇が暑熱順化によってどのように変化するかを測定する実験を行い、熱中症発症危険度の
推測判断に、心拍数と血圧、具体的には収縮期血圧との比率を用いることができることを
見いだし、本発明を完成するに至った。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第一の側面の熱中症発症危険度算出装置は、生体の心拍情報を取得する手段と
、生体の血圧情報を取得する手段と、心拍情報に基づく心拍数と血圧情報に基づく収縮期
血圧との比率によって熱中症発症危険度を算出する熱中症発症危険度算出手段と、算出し
た熱中症発症危険度の程度に応じた情報を出力する手段とを有する、ことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の第二の側面の熱中症発症危険度算出装置は、生体の脈波情報を取得する
脈波情報取得手段と、取得した脈波情報に基づいて血圧を算出する血圧算出手段と、脈波
情報に基づく心拍数と前記算出した血圧に基づく収縮期血圧との比率によって熱中症発症
危険度を算出する熱中症発症危険度算出手段と、判定した熱中症の程度に応じた情報を出
力する手段とを有する、ことを特徴とする。
【００１１】
　なお、脈波取得手段は、多軸圧力センサを用いた脈波センサであることができる。
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　また、熱中症発症危険度算出手段は、心拍数を血圧で除した値が１以上１．５未満の場
合に、軽度の危険とし、１．５以上２未満の場合は、中程度の危険とし、２以上の場合は
重度の危険とし、出力手段は、危険の程度に応じた警報を出力する手段を含むことができ
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、心拍数と収縮期血圧とから熱中症発症危険度の算出ができるため、温
度や湿度等の環境情報を取得する必要はない。また、心拍数と収縮期血圧とは、脈波セン
サを用いることで、一つのセンサから取得することができるため、人体に付けるセンサ数
を少なくできる。さらに心拍数と収縮期血圧との比率は、救急医療分野において、ショッ
ク指数とされて人体の危険度の判断指標として用いられているものであるため、医学的根
拠があり、熱中症発症危険度の指標あるいは予防治療の指標として用いるのは、有用であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】被験者Ａの負荷試験での心拍数と血圧の測定結果のグラフである。
【図２】被験者Ｂの負荷試験の心拍数と血圧の測定結果のグラフである。
【図３】被験者Ａの負荷試験での心拍数と体温の測定結果のグラフである。
【図４】被験者Ｂの負荷試験での心拍数と体温の測定結果のグラフである。
【図５】図１の測定結果を心拍数／収縮期血圧で表したグラフである。
【図６】図２の測定結果を心拍数／収縮期血圧で表したグラフである。
【図７】本発明の実施の形態の熱中症発症危険度算出装置のブロック図である。
【図８】本発明の別の実施の形態の熱中症発症危険度算出装置のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
　まず、発明者が行った暑熱環境下での生体情報の測定実験について説明する。
　測定は、恒温室で踏み台を用いて昇降を繰り返す負荷試験で、心拍数（心拍数は脈拍数
と同一であるので、脈拍から心拍数が得られるものとして、以下、心拍数を用いる）、血
圧（最高血圧および最低血圧、これは、収縮期血圧および拡張期血圧に相当する）、体温
を測定することで行った。測定は、暑熱順化前の４月、暑熱順化したと考えられる８月、
暑熱順化が消滅したと考えられる１２月に行った。
【００１５】
　まず、実験方法について説明する。
　（１）恒温室に入室後、１０分間安静にして、体を慣らして、バイタル（生体情報）と
して心拍数、血圧、体温を測定する。
　（２）１０分間運動を実施、１０分間の休息を挟んで、バイタルとして心拍数、血圧、
体温を測定する。
　（３）（２）の運動をもう一度繰り返して実験を終了する。
【００１６】
　実験条件を説明する。
　恒温室の温度：３５℃、湿度：７５パーセント
　踏み台の高さは、２３ｃｍで１段
　踏み台昇降：毎分１２０ステップであり、昇降１サイクルを４歩で行い、これを１分間
３０回繰り返す
　着衣：下衣は作業用スラックス、上衣はランニングシャツに作業用半袖シャツ　
【００１７】
　恒温室と測定具について
　４月の測定
　恒温室：エスペック株式会社製　製品番号：ＴＢＥ－６ＨＷＯＧ２Ｅ２Ｆ
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　測定器具：脈拍と血圧：オムロンデジタル自動血圧計ＨＥＭ－７０００ファジィ
　　　　　　　　体温：水銀式体温計　フエバー体温計
　８月の測定
　恒温室：エスペック株式会社製　製品番号：ＴＢＥ－６ＨＷＯＧ２Ｅ２Ｆ
　測定器具：脈拍と血圧：オムロンデジタル自動血圧計ＨＥＭ－７０００ファジィ
　　　　　　　　　体温：オムロン電子体温計
　１２月の測定
　恒温室：エスペック株式会社製　製品番号：ＴＢＥ－６ＨＷＯＧ２Ｅ２Ｆ
　測定器具：脈拍と血圧：手首血圧計ＥＷ－ＢＷ３３
　　　　　　　　　体温：水銀式体温計　フエバー体温計
【００１８】
　図１は被験者Ａの測定結果の心拍数と血圧のグラフであり、図１（ａ）は、４月、図１
（ｂ）は８月、図１（ｃ）は、１２月の、運動前、１回目の運動後、２回目の運動後の、
心拍数、最高血圧、最低血圧の変化を表すものである。図２は、被験者Ｂの測定結果の心
拍数と血圧のグラフであり、図２（ａ）は、４月、図２（ｂ）は、８月、図２（ｃ）は、
１２月の運動後の心拍数、最高血圧、最低血圧の変化を示すものである。
　図３は、被験者Ａの４月、８月、１２月の心拍数と体温とを一つのグラフに表したもの
である。図４は、被験者Ｂの４月、８月、１２月の心拍数と体温とを一つのグラフに表し
たものである。心拍数は、零からの目盛とし、体温は、３５℃からの目盛としている。
【００１９】
　以上の実験結果から判明したことを述べる。
　被験者Ａ、Ｂの心拍数と血圧値の絶対値を同じ目盛のグラフに表すと、暑熱順化前の４
月と暑熱順化消滅後の１２月とでは、運動負荷を多くすると、心拍数が上昇し、血圧が低
下することがわかる。暑熱順化された８月は、暑熱順化がない４月、１２月に比べて心拍
数の上昇が低いことがわかる。
　体温と心拍数については、暑熱順化効果がある８月の心拍数の上昇が、４月、１２月よ
り低いことがわかる。しかし、体温の上昇については、目盛の取り方にもよるが、８月の
方が、４月、１２月より低いが、心拍数の変化に比べると、その変化は、それほど大きな
ものではなかった。
【００２０】
　心拍数と血圧値との比率について、図１、図２のグラフを、心拍数／収縮期血圧（最高
血圧）で表したものを図５、６として表す。図５は、被験者Ａ、図６は、被験者Ｂのグラ
フである。なお、心拍数／収縮期血圧は、医療分野では、ショック指数と称されている。
　図５、６によると、被験者Ａについては、暑熱順化前と暑熱順化消滅後の４月、１２月
に、ショック指数が１、０以上になったが、暑熱順化の８月には、同じ運動をしても、１
．０には、及ばないことがわかり、暑熱順化の効果が心拍数／収縮期血圧の値に現れてい
ることがわかる。逆に暑熱順化がない４月、１２月では、ショック指数が高くなる現象が
現れている。
【００２１】
　ところで、心拍数／収縮期血圧は、緊急医療分野あるいは産婦人科分野では、ショック
指数として知られて、いわば人体の危険度を表す指標の一つとして用いられている。ショ
ック指数は、出血性ショック等の循環血液量が減少して生ずるショックや心臓の障害によ
って生ずる心原性ショックなどのショック症状の判断の指標として緊急医療や麻酔、産婦
人科等の分野で用いられている。そこでは、ショック指数が１．０以上になると、治療は
必要ないが、軽度、１．５以上は中程度、２．０以上は重度で緊急治療が必要と判断する
ものとされて、たとえば、輸血あるいは輸液が必要とされている。
【００２２】
　上述の被験者Ａ、Ｂについての暑熱順化前、暑熱順化消滅後の運動においては、ショッ
ク指数が１．０を超えたとき、また、超えなくても１．０に近接した状態が生じている。
ショック指数が０．５～０．７５程度が正常であると考えられているので、ショック指数
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が１．０以上になった場合には、相当に人体に影響がある状態と判断できる。
【００２３】
　このため、熱中症発症危険度の算出において、心拍数と収縮期血圧の比を観察して、そ
の比が１以上の場合には、なんらかの人体に対する危険があると判断することは医学的に
根拠があるといえる。また、緊急医療等の分野において、人体の危険度を表す指標として
、心拍数と収縮期血圧の比であるショック指数が用いられていることからすると、熱中症
発症危険度が増加したかを判断する一つの指標として用いても医学的に合理性があるとい
える。
　また、図３、図４に示されるように、運動負荷による心拍数の上昇の程度は、体温の上
昇の程度に比べて大きくでるので、心拍数と血圧の関係を用いることが有利といえる。も
ちろん、ＷＢＧＴという環境情報や発汗状態とかインピーダンス等の他のバイタル情報を
熱中症発症危険度の算出に用いることは有用であるといえるが、少ない指標を用いて算出
することは、必要な生体情報や環境情報の収集手段を少なくし、また判定過程を極力簡略
化できる利点で有利といえる。また、必要なセンサも少なくてすむ利点がある。
【００２４】
　このような知見に基づく、心拍数と収縮期血圧との比率の値を用いた熱中症発症危険度
算出装置について説明する。
　図７は、被験者の心拍数と収縮期血圧に基づいて熱中症発症の危険度（発症のリスク）
を算出する熱中症発症危険度判定装置１０のブロック図を示す。この熱中症発症危険度算
出装置１０は、心拍数と収縮期血圧の比に基づいて熱中症の発症危険度を算出する熱中症
発症危険度算出部１１と、この熱中症発症危険度算出部１１の算出結果に基づき、危険度
に応じた段階的報知を行う報知部１２と、装置の操作を行う操作部１３と、被験者の血圧
情報を取得する手段としての血圧センサ１４、被験者の心拍情報を取得する手段としての
脈拍センサ１５を備える。熱中症発症危険度算出装置１０は、一つの筐体として人体に装
着可能としてもよく、また、熱中症危険度算出部１１、報知部１２、操作部１３とを一つ
の筐体に収容し、被験者に装着する血圧センサ１４、脈拍センサ１５とは別個のものとし
、血圧情報、心拍情報は無線等により遠隔に伝送するようにして、運動中の被験者の熱中
症発症危険度の算出を行う構成としてもよい。なお、図示しないが、熱中症発症危険度算
出装置１０に電源を供給する電源部が設けられている。
【００２５】
　次に熱中症発症危険度算出装置１０の動作を説明する。被験者に装着した血圧センサ１
４、脈拍センサ１５からは、被験者の生体情報として、血圧情報、心拍情報が熱中症判定
部１１に入力される。熱中症判定部は、入力された血圧情報、心拍情報から、心拍数と収
縮期血圧の比を算出する。その比が、たとえば、１．０以上から１．５未満である場合に
は、熱中症発症の危険があるとして、被験者自身に熱中症発症のおそれがある旨を報知部
１２から、音声によって警告する。この警告は、「熱中症発症のおそれがあります。少し
休みましょう。」とか、「熱中症発症のおそれがあります。日陰にはいりましょう。」等
の忠告のレベルの音声を出力する。また、警告音とともに、上記のような文言を表示して
もよい。
　心拍数と収縮期血圧の比が、１．５以上２未満の場合は、もう少し警報の程度を上げ、
「ただちに運動を休止してください。」とか、「水を飲みましょう。」のような警告にす
る。また、警報をまわりの人などにも聞こえるレベルの音で出力する。
　脈拍数と収縮期血圧の比が、２．０以上になった場合は、重度であるとして、「熱中症
の危険度が非常に高まっています。ただちに医者に行ってください。」のように、なんら
かの治療や救護が必要な旨の警報を出力する。また、このレベルになった場合には、まわ
り人に救護を求める警報を出力する。
【００２６】
　なお、熱中症発症危険度算出は、常時行うのではなく、被験者が運動を行っている場合
には、運動中ではなく、運動を休止して測定した値で行うのがよい。強度の運動中の場合
には、当然ながら、心拍数がたとえば１４０以上となって、収縮期血圧が１２０程度であ
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れば、心拍数と血圧との比が常時１以上になってしまうので、運動中に常に警告が出され
ることになり、運動の妨げになる可能性があるからである。
【００２７】
　このように、熱中症発症危険度算出部１１は、入力された被験者の心拍数のデータ、血
圧のデータに基づいて、心拍数と収縮期血圧の比で、熱中症発症の危険の有無、ならびに
熱中症の程度を算出判定し、その算出判定の結果を出力して報知することができる。算出
判定のための情報は、心拍数と血圧の二つの情報だけでよいので、判定部は複雑な判定ア
ルゴリズムは必要ない。また、取得すべき被験者の生体情報は少なく、必要なセンサも２
種類でよく。被験者の体温を測定するセンサや、周囲の温度、湿度等を測定するセンサも
必要としない。
【００２８】
　次に図８として、熱中症発症危険度算出装置１０の別の構成例を示す。
　この図８の熱中症発症危険度算出装置１０は、血圧センサはなく、脈波センサ１６と取
得した脈波から血圧を算出する血圧算出部１７とを設け、熱中症発症危険度算出部１１は
、脈波センサ１６が取得した心拍数のデータと、血圧算出部１７が算出した血圧データに
基づいて、心拍数対収縮期血圧の比率すなわちショック指数を求めて、そのショック指数
の値に基づいて熱中症発症の危険を算出する構成である。熱中症発症危険度算出部１１の
算出結果は、報知部１２で外部に報知し、また、操作部１３により装置全体を操作するこ
とができる。
　血圧算出部１７は、脈波センサ１６が出力する脈波波形から血圧を算出する。脈波セン
サ１６は、ＸＹＺの３軸の圧力センサを備えており、これをたとえば撓骨動脈上の皮膚等
に装着することで、人体の血管の圧力方向を検出できる。この脈波センサ１６が検出する
波形から血圧を算出する手法については、たとえば、特開２０１１－２３９８４０号公報
などに開示されており、血圧算出部１７で、圧力センサの各軸の圧力を合成することで、
収縮期血圧および拡張期血圧を算出することができる。
【００２９】
　この第二の熱中症発症危険度危険度算出装置の実施の形態では、血圧センサは必要なく
、脈波センサが一つあれば、その検出する脈波波形から、心拍数数、収縮期血圧を取得し
て、心拍数対収縮期血圧の比率、すなわちショック指数を求めて、その値から熱中症発症
の危険度を算出できる。このため、センサは一つですみ、小型化、可搬性を高めることが
でき、運動中の被験者に装着して、運動中に起こり得る熱中症の発症の判定ができる。ま
た、高齢者に装着してもらえば、高齢者の状態を把握して熱中症発症危険度を算出するこ
とが可能である。
【００３０】
　なお、上記の実施の形態は、一例であり、血圧センサ、脈拍センサ、脈波センサが取得
したそれぞれのデータは、無線により、別途設けた熱中症発症危険度算出部に伝送して、
熱中症発症危険度算出部で判定するようにしてもよい。その場合には、センサを備えた携
帯型の生体情報収集部を複数設けて、複数の被験者、たとえば複数の運動部員に装着させ
て、一括して個々の被験者のデータを収集して、個々の被験者の熱中症発症の危険度を算
出するものとしてもよい。また、その算出の結果を個々の被験者にフィードバックして報
知するものとしてもよい。
　さらに、危険度が高い場合には、報知部は、有線あるいは無線回線を介して医療機関あ
るいは介護センター等にその危険度を報知する形態としてもよい。
【符号の説明】
【００３１】
　１０　熱中症発症危険度算出装置
　１１　熱中症発症危険度算出部
　１２　報知部
　１３　操作部
　１４　血圧センサ
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　１５　脈拍センサ
　１６　脈波センサ
　１７　血圧算出部　

【図１】 【図２】
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